
Ⅰ 指導監査の概要について
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今回説明する項目は、こちらになります。

説明項目

１ こども青少年局監査課で行う監査の対象・目的

２ 指導監査について

３ 令和８年度 指導監査実施方針など

４ 指摘事項等の区分

５ その他連絡事項
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【こども青少年局監査課で行う監査の対象】

こども青少年局監査課でおこなっている監査の対象種別、指導監査の目的についてご説
明します。

まず、監査の対象は保育所等の児童福祉施設、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業
所内保育事業、幼保連携型認定こども園になります。

１ こども青少年局監査課で行う監査の対象・目的

対象

こども青少年局監査課で行う施設監査の対象は児童福祉施設、家庭的
保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼保連携型認定こど
も園（以下施設等）になります。

・児童福祉施設
(保育所等)

・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・事業所内保育事業
・幼保連携型認定
こども園

・企業主導型保育事業所
・横浜保育室
・認可外保育施設

※特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業については、子ども・子育て支援法第38条に基づく監査（確認監査）
をあわせて実施しています。また、令和８年度よりこども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の監査もあわせて
実施します。
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【こども青少年局監査課で行う監査の目的】

次に指導監査の目的についてです。

目的については、施設の適正な運営と利用者保護に寄与し、児童福祉サービスの向上を
図ることです。

スライド下部に記載した条文が、指導監査を実施する根拠規定です。
指導監査においては、これらの実施根拠に基づいて、施設や事業の運営状況を確認しま
す。

１ こども青少年局監査課で行う監査の対象・目的

目的

対象施設等の運営状況について調査又は検査するとともに、必要な助
言、指導を行うことにより、施設の適正な運営と利用者保護に寄与し、
児童福祉サービスの向上を図ることを目的としています。

対象施設等の運営状況に
ついて調査又は検査

必要な助言、指導を行う

施設の適正な運営と
利用者保護に寄与し、
児童福祉サービスの
向上を図る

児童福祉法第34条の17、児童福祉法第46条、認定こども園法第19条 共通概要4



【指導監査の種類】

次に 指導監査の種類について説明します。
指導監査には、「一般指導監査」と「特別指導監査」があります。

さらに、一般指導監査には、定期指導監査と臨時指導監査があります。
定期指導監査は原則として、年１回実施します。また、一般指導監査の結果、必要と認
められる場合は、継続して検査を実施することがあります。 
臨時指導監査は、施設等から提出された報告書の内容や通報により、実地において確認
が必要であると認められる場合などに実施します。

特別指導監査は、施設等の運営等について、重大な問題が発生した場合又は発生のおそ
れがあると認められる場合など、必要に応じて特定の事項について随時実施するもので
す。

２ 指導監査について (1) 種類

施設に対する指導監査は一般指導監査と特別指導監査があります。

一般指導監査

・原則として、各施設等において実施

定期指導監査

・原則として年１回実施
・監査の結果、必要と認められる場合、
継続して検査を実施

臨時指導監査

・報告書の内容や通報等により、実地
において確認が必要であると認められ
る場合などに実施

特別指導監査

・施設等の運営等について、重大な問題が発生した場合又は発生のおそれが
あると認められる場合などに実施 共通概要5



【指導監査の周期】

続いて、指導監査の周期です。
施設の一般指導監査については、原則として１年に１回、実地において実施します。
ただし、前年度の指導監査結果等から特に問題がないと認められる場合は、２年に１回
の実施とする場合があります。

また、新設の施設等については、設置してから３年間は毎年実施します。

監査を行わない年であっても、書類をご提出いただきますので、ご協力をお願いします。

なお、前のスライドでも触れましたが、施設等から提出された報告書の内容について、
実地において確認が必要であると認められる場合などは、臨時に一般指導監査を実施す
ることがあります。

・監査を行わない年にあっても、書類を提出していただきます。
・施設等から提出された書類の内容について、実地において確認が必要であると
認められる場合などは、臨時に一般指導監査を実施することがあります。

２ 指導監査について (2) 周期

・定期指導監査は、原則として１年に１回、実地で実施します。

・前年度の指導監査結果等から２年に１回の実施とする場合があります。

・新設の施設等については、設置してから３年間は毎年実施します。

定期指導監査を行わない場合
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【監査の流れ】

続いて、監査の流れです。
実施通知の発送から、改善報告書の提出まで、スライドの流れで進みます。
なお、文書指摘事項がない場合は、結果通知の発送で終了となります。

定期指導監査の流れについては次のとおりです。

実施通知発送 監査課から各施設等宛てに監査日等を記載した実施通知を送付します。

事前提出資料の作成・提出 各施設等が通知に記載のHPから書類をダウンロード

し、 必要項目を入力・作成後、監査課に提出します。

実地での指導監査       実施通知の記載日に施設や書類等を確認します。

結果通知発送 監査で確認した記録を整理し、結果を送付します。

改善報告書の提出 監査の結果、文書指摘事項がある場合、施設等から監査課に改善報告

書を提出します。

２ 指導監査について (3) 監査の流れ
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【監査当日の流れ】

続いて指導監査当日の流れです。
指導監査には、半日の場合と１日の場合があります。ご自身の施設がどちらに該当する
かは、実施通知でご確認ください。いずれの場合も、監査の項目は変わりません。

半日の場合の流れです。
午前の施設は９時30分から開始します。施設に到着後、監査のおおまかな流れをご説明
します。
その後、担当者の一部が施設の中を見学し、施設の安全状況や保育状況を確認する施設
検査を行いますので、ご案内をお願いします。
なお、施設検査を行わない担当者は、書類の確認を開始させていただきます。

見学が終わり次第、書類の確認を全担当者で行い、施設長や給食、会計のご担当者様に、
分野ごとにヒアリングをさせていただきます。
最後に施設長等に事実確認をしたうえで、講評をし、12時をめどに終了します。

午後の園については、14時から開始します。
流れは午前の園とほぼ同様ですが、午睡の関係上、施設検査の時間を調整する場合があ
ります。午後の監査は、17時00分に終了を予定しています。

なお、１日で実施する場合も９時30分から開始します。
書類の確認とヒアリングを昼休憩を挟んで実施し、講評をして、17時00分をめどに終
了します。
以上、一般的なスケジュールをご紹介しましたが、監査当日の状況によって、時間が多
少前後する場合がありますので、ご了承ください。

【午 前】

9:30 施設到着
施設検査（20分程度）
書類の確認（一部担当者による）

9:50 書類の確認
関係者へのヒアリング（施設長・園長、保
育教諭・保育士、栄養士、会計担当者等）

11:30 施設長等への事実確認

11:45
12:00

講 評
≪指導監査終了≫

【午 後】

14:00 施設到着
書類の確認

15:00 施設検査 （20分程度）
書類の確認（一部担当者による）
関係者へのヒアリング（施設長・園長、保
育教諭・保育士、栄養士、会計担当者等）

16:30 施設長等への事実確認

16:45
17:00

講 評
≪指導監査終了≫

※ 監査当日の状況により、時間等が多少前後する場合があります。
  また、施設の規模等に応じて１日で実施する場合があります。１日実施の場合も９：３０分に開始します。 共通概要8
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【監査当日の確認方法】

監査当日の確認方法は３つあります。
保育室内の確認、書類確認、園長や法人代表者等の施設側へのヒアリングによって行い
ます。

監査の方法は保育室内の確認（施設検査）・書類確認・園長や法人代表等の施設側
へのヒアリングによって行います。

施設の安全状況や
保育状況を確認

各種記録や
保育計画等を確認

疑義や確認事項に
ついてヒアリング

施設検査 書類確認 ヒアリング
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【令和８年度 指導監査実施方針等】

続いて、「令和８年度 指導監査実施方針など」についてです。

スライドに記載のＵＲＬに各資料を掲載しています。

指導監査は、施設や法人の適正な運営を担保するため、児童福祉法等の関係法令及びそ
れぞれの施設の基準条例等に基づいて実施しますが、
「指導監査実施方針」には、指導監査を効率的かつ効果的に行うための各年度の重点事
項等を掲げています。

「指導監査基準」には、指導監査を実施するにあたっての主な着眼点を示しています。
また、同じページに横浜市こども青少年局所管児童福祉施設等指導監査実施要綱を掲載
しています。

下記のURLに令和８年度指導監査実施方針及び指導監査基準を掲載していますので、
ご確認ください。

指導監査実施方針

・指導監査を効率的かつ効果的に行う
ための各年度の重点事項等を掲げてい
ます。

指導監査基準

・指導監査を実施するにあたっての
主な着眼点を示しています。

また、同じページに横浜市こども青少年局所管児童福祉施設等指導監査実施要綱を
掲載していますので、ご覧ください。

【URL】

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/ninka/gaiyou.html
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【令和８年度 年間指導監査実施計画】

続いて、「令和８年度 年間指導監査実施計画」として、こちらのスライドに、令和８
年度の監査スケジュールをお示ししています。

指導監査実施通知の発送とともに、自己点検表などの事前提出資料の提出を依頼します。
令和８年度は６月初めから実地監査を開始します。実施対象施設あてには４月10日付で
実施通知を発送いたしました。

具体的な日程や事前提出資料の提出期限や方法については、実施通知でご確認をお願い
します。

実地監査終了後には、監査課内部で結果をまとめ、監査結果の通知を発送します。文書
指摘事項のあった場合は、改善報告書をご提出いただくことになります。

令和８年度に実施した指導監査結果については、令和９年度の公表を予定しています。
なお、実地監査の対象外の施設については、自己点検表等の資料の提出を、別途依頼さ
せていただく予定です。

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
令和9年

４月～

第１期

第２期

第３期

実地
監査
対象外
施設

実施通知発送 実施監査期間 結果通知 改善報告書締切

実施通知発送 実施監査期間 結果通知

改善報告書
締切

実施通知発送 実施監査期間 結果通知

資料提出依頼

改善報告書締切

資料提出〆 資料確認期間
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【指摘事項等の区分】

続いて、「指摘事項等の区分」についてです。

指導監査の結果は、「文書指摘事項」、「口頭指摘事項」、「助言事項」に区分して通
知させていただきます。

「文書指摘事項」は、関係法令又は基準条例等に違反している事項に対するもので、改
善措置をとるべき旨を文書により指導するものです。
改善のための必要な措置の具体的な内容について、期限を定めて改善報告書の提出を求
めます。

「口頭指摘事項」も関係法令又は基準条例等に違反している事項に対するものですが、
違反の程度が軽微である場合、又は違反について文書指摘事項としての指導を行わずと
も改善が見込まれる場合は「口頭指摘事項」として、自主的な改善を指導します。

「助言事項」は、文書指摘事項及び口頭指摘事項には該当しませんが、施設等の運営に
資するものと考えられる事項です。
なお、口頭指摘事項及び助言事項についても、法人の代表者等と認識を共有するため、
指導監査の結果通知に記載しています。

文書指摘事項
・関係法令又は基準条例若しくは措置費、委託費の経理等を定めた本市の要綱、要領に違反する場合
（軽微なものを除く）

・改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します。

・改善のための必要な措置の具体的な内容について、期限を定めて改善報告書の提出を求めます。

口頭指摘事項
・違反の程度が軽微である場合又は違反について上記文書指摘事項としての指導を行わずとも改善が
見込まれる場合

・指摘内容を記載した文書を交付します。

助言事項
・文書指摘事項及び口頭指摘事項には該当しないが、施設等の運営に資するものと考えられる事項

・助言事項についても、助言内容を記載した文書を交付します。
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【改善報告書の提出】

改善報告書の提出にあたっては、改善状況を確認できる資料又は改善計画書等を添付し
ていただきます。

加えて、社会福祉法人が運営する施設等の場合は、理事会における改善措置の検討状況
がわかる資料も添付していただきます。

なお、指導監査の結果については、施設等を利用しようとする者等への情報提供に努め
るため、スライド記載の事項をこども青少年局のホームページに公表しています 。

４ 指摘事項等の区分②

改善報告書について

・改善状況を確認できる資料又は
改善計画書等

・理事会における改善措置の検討
状況がわかる資料
（社会福祉法人のみ）

改善報告書の提出資料

(1) 施設種別・施設名

(2) 運営主体

(3) 所在区

(4) 実施区分
(5) 監査実施年月日

(6) 文書指摘事項

(7) 改善状況 （改善済・改善
          取組中・未改善）

ホームページ公表内容

改善報告書では資料の提出を求めます。また、監査の結果について施設等を
利用しようとする者等への情報提供に努めるためホームページに公表します。
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【その他の連絡事項】

その他の連絡事項です。

実施通知にて指導監査日程をお知らせしましたが、この日程については、原則として変
更できません。大変申し訳ありませんが、ご了承ください。
指導監査実施当日には、関係資料の準備をお願いします。また、あわせて指導監査実施
前に、自己点検表等の作成 及び 自己点検表を含めた事前提出資料の提出をお願いしま
す。
（２）の自己点検表を含めた事前提出資料、（３）の当日準備資料については、本市
ホームページに掲載します。ＵＲＬは実施通知にてお知らせします。
指導監査実施当日は、原則、運営、保育、給食 及び 会計の各担当の職員４名体制で伺
います。こちらも詳細は、指導監査実施通知に記載しますのでご覧ください。
また、指導監査を行う際の書類の準備ですが、パソコン等のデータで管理している書類
について、パソコン等の画面上で効率的に確認できる場合には、あらかじめ印刷して、
紙で準備していただく必要はありません。ただし、必要に応じて、最小限の印刷をお願
いすることがありますので、ご協力をお願いします。また、複数人で監査に伺うことか
ら、各担当が同時に確認作業を行えるようご配慮をお願いします。例えば、保育も会計
もすべての項目を１台のパソコンで確認するということは困難ですので、パソコンやタ
ブレットを複数台ご用意いただく、いずれかの分野の資料については紙でご用意いただ
くなどのご対応をお願いします。

（１）指導監査日程は、原則として変更できません。

（２）指導監査実施前に自己点検表等の作成及び自己点検表を含めた事前提出資料の提出

をお願いします。

（３）指導監査実施当日には、関係資料（別途通知予定）の準備をお願いします。

（４）指導監査実施当日は、原則、各担当（運営、保育、給食及び会計）の職員４名体制

で伺います。詳細は指導監査実施通知をご覧ください。

（５）指導監査にあたって、データで管理している書類についてパソコン等の画面上で効

率的に確認できる場合は、印刷して紙媒体で準備する必要はありません。

必要に応じて最小限の印刷をお願いすることがあります。また、複数人で監査に伺

うことから、各担当が確認作業を行えるようご配慮をお願いします。 共通概要14

５ その他の連絡事項



【こども誰でも通園制度の監査】

最後に、「こども誰でも通園制度の監査」について、参考にお知らせします。
こども誰でも通園制度を実施した場合も、本制度において定められた基準を遵守してい
るかどうかを確認するために、監査を実施します。

監査は、事業開始年度の翌年度から実施します。
また、原則、施設の一般指導監査とあわせて実地において行います。

本制度を実施するためには認可・確認が必要です。
監査については監査課が担当となりますが、
事業開始にかかるご相談は、スライドに記載の担当部署までお問合せください。

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）を実施した場合も、本制度において
定められた基準を遵守しているかどうかを確認するため、監査を実施します。

監査の実施方法等

・事業開始年度の翌年度から監査を実施します。
例）令和８年度に事業開始 → 令和９年度から監査実施

・原則、施設の一般指導監査とあわせて本制度の監査を実地で行います。

本制度を実施するためには認可・確認が必要です。
ご相談は、
制度・運営全般：保育・教育運営課（TEL 671-3564）
認可・確認手続：こども施設整備課（TEL 671-4146）

までお気軽にお問合せください。
共通概要15

６ 参考：こども誰でも通園制度の監査


